
調査事業に係る事後評価

　公共交通利用者数の増加を図るため、鉄道や長距離バス等の公共交通機関が有機的に連携するような
路線及びダイヤ編成をした。またこれまでの市街地直通バスの便数を3便から4便にし、利便性の向上を
図っている。

　②　上記の目標は社会、住民ニーズや地域の基本的な計画を踏まえたものか。

　公共交通に関するアンケート、住民説明会における意見等、多様な住民ニーズを踏まえるとともに、過疎
高齢化地域におけるバスの状況や住民意識を高めるための目標を設定している。また、国の定住自立圏構
想を踏まえた生活圏の確保対策としての要素も取り入れている。

３　地域公共交通に関する目標と事業との対応関係

　①　地域公共交通に関する目標（案）を達成するための事業（案）が選び出されたか。
　　また、地域公共交通に関する目標（案）と事業（案）との関係は合理的か。

　学校の統廃合、高速網である熊野尾鷲道路や近畿自動車道紀勢線の整備、大型商業施設の幹線道路沿
いへの移転状況のほか、観光面での問題点等を整理している。

２　地域公共交通に関する目標の設定

　①　地域の実態を踏まえた地域公共交通に関する適切な目標（案）をできるだけ具体的に設定したか。

　乗降調査やアンケート調査等を勘案し、持続可能な公共交通体系を確立するため、運行費用に対する運
賃収入の割合目標数値を設定している。また、目標数値のほか、下限数値を設けた。その理由は、地域住
民に公共交通の関心を持ってもらうとともに持続可能な生活路線を確保するためである。

Ⅰ　総合評価

Ⅱ　連携計画策定調査の総合性・整合性

　尾鷲市における人口、道路整備状況、公共施設・商業施設の配置、観光客等のデータのほか、既存バス
路線の乗降者数や財政面などの基礎的情報を把握するとともに、アンケート調査や住民説明会も実施して
いる。

　②　当該地域における公共交通以外の問題点・課題との関係を整理しているか。

１　調査の範囲

　①　当該地域における公共交通の問題点・課題を幅広く体系的に把握したか。

　全体として、地域の主体的な取組みと創意工夫による公共交通の活性化・再生を通じ、個性豊かで活力に
満ちた地域社会の実現に寄与するための連携計画の策定に向けて必要な調査を行ったか。

　アンケート調査や乗降調査を行うとともに、各地区において住民説明会を実施し、多様な意見を聴取した。
また、半島地域の特色や地域資源（鉄道、バス等）を有効活用するための基礎調査も併せて実施している。
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　②　住民等による自主的な利用促進、啓発等の活動や協賛金拠出への協力等事業の実施環境が
　　整いつつあるか。

　尾鷲市観光物産協会の協力のもと、観光施設や商業施設からの協賛金の拠出を検討している。また、親
しみのあるバスとするため、地元中学生によるペインティングバスやペインティング停留所を設置する。

　事業実施主体は、契約や車両購入などを勘案し尾鷲市とした。市街地直通バスの運行主体は4条バスで
の運行を考えているため、三重交通株式会社。巡回バスは79条での運行とし、安全面や地域性を考慮し、
バス又はタクシー会社などの交通事業者への委託とする。

２　事業の実施環境

　①　実証運行、情報提供等の事業の実施のための財源について検討を行い、当該事業を実施するための
　　財源の目処がついたか。

　平成21年度において、実証運行は尾鷲市で予算措置をしている。ただし、総合事業による国庫補助金は
協議会経由で尾鷲市に財源措置している。この予算案は平成21年第１回尾鷲市議会定例会において審議
することとなっている。

　持続可能な交通体系を確立するため、運行費用に対する運賃収入の割合目標数値を設定しているが、こ
の目標達成を図るため、今回の提案するバスと既存の鉄道、長距離バスの連携が図れるよう、バス会社と
数回協議を実施した。また、経費節減を図るため、バス及びワゴン車での費用を両側面から比較するととも
に、バス、タクシー会社双方と協議した。JRとも尾鷲駅への乗り入れや特急列車との連携についての協議も
併せて実施した。（費用シュミレーション参照）

　②　事業実施による効果・影響に係る把握方法や評価基準・評価方法が検討されたか。

　協議会、地元説明会、パブリックコメントにおいて、持続可能な公共交通体系を確立するため、運行費用に
対する運賃収入の割合目標数値を示し、理解を得た。

　③　事業の実施主体が検討されたか。

Ⅲ　自立性・持続性

１　事業の実施に向けての準備

　①　地域公共交通に関する目標（案）を達成するための事業の内容やそのスケジュールが具体的に
　　検討されたか。
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　②　協議会の議事が傍聴、議事録の公開等によって適切に開示されているか。

　法定協議会の議事の傍聴、議事録の公開については、傍聴及び会議録等の公開に関する要綱を設置
し、会議の傍聴、会議録等を公開している。

３　地域関係者の実質的な合意形成

　①　地域公共交通に関する目標（案）やそれを達成するための事業（案）等について地域関係者の
　　実質的な合意が形成されたといえるか。

　地域公共交通に関する目標や事業（案）等については、尾鷲市のホームページのほか、インターネットの
環境がない市民の方々に配慮し、連携計画概要版を全戸配布するとともに、地元新聞にも掲載を求め、広く
市民に情報公開を行い、意見集約を図った。

　法定協議会には、住民代表として尾鷲市自治連合会副会長のほか、区長会から会長を含め２名、及び老
人クラブ会長を選出している。また、各地区で、住民説明会を実施し、市民の意見が事業に反映される仕組
みを設けた。

２　協議会における審議
　①　調査事業を実施するにあたって協議会が適切に開催されたか。

　第１回協議会において法定協議会の規約等を決定するほか、道路運送法等関連法令や尾鷲市の公共交
通の現況、調査実施についての報告を行い意見を求めた。それ以降の法定協議会では、アンケート調査、
住民説明会等の報告を行うとともに、連携計画を段階的に説明し、意見徴収を図った。

１　協議会における審議体制等

　①　協議会における審議事項が明確に定められ、調査事業の進め方、実施状況について審議される
　　体制となっているか。

　法定協議会の審議事項については、第１回会議で制定されており、規約のなかで、旅客運送の協議、連
携計画の策定及び変更の協議、連携計画の実施に係る連絡調整、連携計画に位置づけられた事業の実
施、その他協議会の目的を達成するために必要なことを定めている。

　②　協議会に住民が参加したり、住民の意見が反映される仕組みが設けられているか
　　　（公募制、住民意向調査等の実施が協議会の運営要領において定められているか。）。

Ⅳ　住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

＊必要に応じて、参考資料を添付してください。





新料金制度における収支比率（試算）

○ふれあいバス八鬼山線

新料金におけるふれあいバス八鬼山線（３便）運賃収入（試算）

利用者数※ 新料金

14,322 500
8,888 400
1,000 200
24,210

※ふれあいバス八鬼山線の平成１９年４月～平成２０年３月実績

４便に増便することで運賃収入（＋５％と試算）
運賃収入

10,916,200 × 105% ≒ 11,462,010 ①

九鬼線利用者数
１ヶ月の利用実績 １年（12ヶ月）

481 × 12 ＝ 5,772

集約に伴う利用者の減少（-50％と試算）
5772 × 50% ＝ 2,886

年間利用者数 新料金

2,886 × 200 ＝ 577,200 ②

年間の運賃収入
① ②

11,462,010 ＋ 577,200 ＝ 12,039,000
※千円未満切捨て

運行経費
運賃収入
収支比率

運賃収入
7,161,000
3,555,200

市街地～三木浦・早田
市街地～九鬼

53.8%

200,000
10,916,200

輪内間
合　　計

22,365,000
12,039,000



新料金制度における収支比率（試算）

○南回り線

利用者数※ 新料金

14,322 500
8,888 400
1,000 200
24,210

※ふれあいバス八鬼山線の平成１９年４月～平成２０年３月実績

４便に増便することで運賃収入が５％向上することを見込み
運賃収入

10,916,200 × 105% ≒ 11,462,010 ①

輪内線利用者数（見込み）
１ヶ月の利用実績 １年（12ヶ月）

2441 × 12 ＝ 29,292

集約に伴う利用者の減少（-50％と試算）
29292 × 50% ＝ 14,646

年間利用者数 新料金（最低料金で試算）

14,646 × 200 ＝ 2,929,200 ②

年間の運賃収入
① ②

11,462,010 ＋ 2,929,200 ＝ 14,391,000
※千円未満切捨て

運行経費
運賃収入
収支比率 79.7%

合　　計 10,916,200

18,060,000
14,391,000

市街地～九鬼 3,555,200
輪内間 200,000

新料金におけるふれあいバス八鬼山線（３便）運賃収入（試算）【南回り線と同様の運賃収入を想定】

運賃収入
市街地～三木浦・早田 7,161,000



尾鷲市地区巡回バス
○４条における運行費用
運行委託料 13,860,000 円

○７９条における運行費用
運行委託料 12,348,000 円

709,600

リサイクル手数料（18,320円÷５年）
3,664 円

自賠責保険 13,080 円
車両登録手数料（49,090円÷５年）

9,818 円
自動車重量税 25,200 円

合計 13,109,000 円
※千円未満切捨て

費用比較
４条による運行委託 13,860,000
７９条による運行委託 13,109,000

差　　額 751,000

１年当たりの車両購入費用（車両購入費3,548,000円　乗合自動車耐用年数5年）





 












